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下請中小企業振興法「振興基準」の改正について 
 

１．概要 

以下、下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく下請事業者及び親

事業者のよるべき一般的な基準（以下「振興基準」という。）の改正の概要に

ついて述べる。 

 

現行の振興基準は、働き方改革関連法の施行、中小企業の天災等への対応

強化等への対応のため、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会取引問

題小委員会における議論等を経て、平成 30 年 12 月に改正を行ったものであ

る。 

その後、「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点３課題の一つである「型

管理の適正化」について、改善の進捗が道半ばの状況であることを踏まえ、

中小企業庁・公正取引委員会連名の実態調査や「型取引の適正化推進協議会」

での議論を踏まえ、型取引全般の契約の明確化や型代金又は型製作相当費の

一括払い・前払いなどのルール化の必要性が明らかとなった。 

加えて、平成 30年３月に策定した中小企業庁共通ＥＤＩ標準仕様書や平成

30年 12月に稼働を開始した全銀ＥＤＩなどの受発注・資金決済の効率化に資

するシステムが本格稼働したほか、独立行政法人情報処理推進機構では、「中

小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を令和元年９月に大幅改定す

るなど、今後のデジタル化時代における下請中小企業の振興にとって、重要

となる方針が示されている。 

 

ついては、人手不足が深刻化し、更なる生産性の向上が求められる下請中

小企業の振興を目的に、型取引の適正化や更なるデジタル化への対応を促進

するため、振興基準を改正することとする。 

 

なお、振興基準の改正等の方針については、別紙の政府方針等において示

されているところである。 

 

２．論点 

振興基準の改正については、下記論点を踏まえたものとする。 

○型取引の適正化 

 ① 協議、書面化及び「型取引の適正化推進協議会報告書掲載覚書の活

用」の徹底 

② 型代金又は型製作相当費の支払いについて、一括払いや前払いの慫

慂 

③ 不要な型の廃棄、発注側企業による保管費用負担の徹底 

 ④ 型に係る秘密保持契約等の推進とノウハウ等に対する適正対価の支

払い 

○ＥＤＩ（Electronic Data Interchange、電子データ交換）による電子受

発注、電子決済等を通じた業務効率化  



別 紙 

 

自民党「令和」時代・経済成長戦略（令和元年５月 14 日） 

１．第４次産業革命時代の「成長と分配の好循環」 

（２）産業セクター毎の付加価値配分の可視化と適切な分配の実現 

～中小・・小規模事業者への適切な成長の果実の配分～ 

②親事業者と下請事業者の共同の高度化 

 第４次産業革命による経済社会構造の変化に対応し、サプライチェーンを維持・強

化、更には発展させていくため、親事業者と、その競争力の源泉たる下請事業者の

関係性をより高度化させていく。 

 このため、親事業者と下請事業者との連携によるオープンイノベーションやEDI活用

等の促進を下請振興基準に盛り込み、大企業と中小企業の連携を促す税制や補助

金の活用促進を図るとともに、親事業者による下請事業者の取組への協力を慫慂し

ていく。更に、大企業・大学等による共同研究等のオープンイノベーションの推進のた

め、技術研究組合を活用した新会社の設立など、制度をより利用しやすくするための

検討を進める。 

 

成長戦略実行計画（令和元年６月 21 日） 

第４章 人口減少下での地方施策の強化 

６．中小企業小規模事業者の生産性向上 

ローカルのグローバル化を進めるなどにより、中小企業・小規模事業者の生

産性を高め、付加価値を増加させ、従業員や家族の消費を支え、地域経済にも

貢献するという好循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠である。 

①デジタル実装支援 

デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるよう、ものづくり補助

金やＩＴ導入補助金等による支援を引き続き推進するとともに、創業時等にお

けるクラウド会計をはじめとするデジタル化の普及促進やクラウド・ファンデ

ィングなどのデジタルツールの活用を採択時の加点要素とする補助金の範囲の

拡大を検討する。また、個社単位のデジタル化のみならず、データレンディン

グ、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サービス、ＥＤＩ関連

サービス、支援機関によるデジタル化促進などの普及支援策を検討する。 

 

成長戦略フォローアップ（令和元年６月 21日） 

Ⅲ．人口減少下での地方施策の強化 

６．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）中小企業・小規模事業者のデジタル実装支援 

②より実践的なデジタルサービスの普及・拡大 

・中小企業共通 EDI の導入等企業間取引のデジタル化を促進するため、2019 年

度中に下請中小企業振興法「振興基準」を改正することで、親事業者が下請

事業者の取組を先導することを促進する。また、サプライチェーンをはじめ

とする一定の取引関係にある複数社が同時に EDI 関連サービスを導入する取

組の支援方策を検討し、 2019 年度内に結論を得る。 

 



「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」について（令和元年 12 月５日） 

第２章 取り組む施策 

Ⅱ．経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援 

１．中小企業・小規模事業者の生産性公表のための環境整備 

（１）設備投資導入促進、ＩＴ・デジタル技術の実装支援 

中小企業・小規模事業者がこれらの相次ぐ制度変更に対応していくため、先端技

術の実装をはじめ、生産性向上に資する取組への支援として、革新的な製品・サービ

ス開発のための設備投資支援や、小規模事業者に特化した販路開拓支援、ＩＴツー

ルの導入支援等を複数年にわたり継続的に実施する仕組みを構築し、国として必要

な財源を確保する。 （中略） 

・ 中小企業生産性革命推進事業（経済産業省） 

 

（３）取引構造適正化の更なる推進 

利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模

ごとの分析等を行った上で、関係業界と、現状を共有するとともに、年度内に

大企業と中小企業が共に成長できるサプライチェーンの在り方を提示する。ま

た、下請振興法の振興基準（取引ルール）の改訂・遵守の徹底、産業界の自主

的な取組の監督強化や下請関係法令の厳正な対応など、取引適正化に向け、具

体的な施策を実行する。 

（中略） 

・ 下請振興法「振興基準」を改正し、大企業や親事業者等への「振興基準」に

基づく指導等を通じて、適正ルールの遵守の徹底を図る＜予算措置以外＞（経

済産業省） 等 

 

 

以 上 



 

○下請中小企業振興法 （抄） 

(昭和四十五年十二月二十六日) 

(法律第百四十五号) 

（振興基準） 

第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき

一般的な基準（以下「振興基準」という。）を定めなければならない。 

２ 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務

の品質の改善に関する事項 

二 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項 

三 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 

四 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 

五 下請事業者の連携の推進に関する事項 

六 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項 

七 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項 

八 その他下請中小企業の振興のため必要な事項 

３ 振興基準は、中小企業基本法 （昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第五項 に規定す

る小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。 

４ 経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならな

い。 

 

（主務大臣等） 

第十七条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 

一 第四条の規定による指導又は助言については、当該下請事業者又は親事業者の事業を所

管する大臣とする。 

二 第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定によ

る承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業

計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。 

三 第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定によ

る認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣

及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。 

２ 第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共

同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とす

る。 

３ 経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、下請事業者及び親事業者の事業を所

管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。 
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